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大
谷
木
村
の
秣
場
争
論

東
京
都
羽
村
市

山
口
正
義

一
章
、
は
じ
め
に

化
政
期
に
書
か
れ
た
「
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
」
の
大
谷
木
村
の
記
述
の

中
に
、
『
秣
場

村
の
西
方
に
あ
り
、
十
五
萬
坪
餘
の
地
な
り
、
小
田
谷

・
長
瀬
・
前
久
保
・
馬
場
五
村
入
會
の
秣
場
な
り
』
、
と
の
記
述
が
あ
る

マ
マ

が
、風
土
記
稿
に
秣
場
の
こ
と
が
項
目
と
し
て
説
明
の
あ
る
の
は
珍
し
い
。

ま
ぐ
さ
ば

十
五
万
坪
は
単
純
計
算
す
れ
ば
五
十
町
歩
だ
が
、「
毛
呂
山
町
史
」（
以
下
、

町
史
）
に
よ
れ
ば
『
寛
延
頃
、
大
谷
木
・
瀧
野
入
・
阿
諏
訪
・
権
現
堂
の

四
ヶ
村
の
中
に
百
町
歩
を
超
え
る
秣
山
が
あ
っ
た
』
と
も
あ
る
。
数
字
の

比
較
は
と
も
か
く
、
相
当
広
い
秣
場
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

近
世
、
秣
場
を
巡
っ
て
は
各
地
で
、
そ
し
て
近
隣
で
も
、
争
論
（
出
入
、

騒
動
）
が
頻
発
し
て
い
る
。
毛
呂
山
で
言
え
ば
大
類
や
苦
林
が
関
係
し
た

赤
沼
（
鳩
山
）
入
会
争
論
（
寛
文
五
年
）
と
、
大
谷
木
村
を
中
心
と
す
る

も
の
と
が
あ
る
が
、
本
稿
は
後
者
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
争
論
に
つ
い
て
は
町
史
に
五
頁
に
渡
っ
て
既
に
記
述
が
あ
る
が
、

新
た
な
史
料
を
追
加
し
て
秣
場
争
論
を
具
体
的
に
述
べ
て
み
た
い
。
新
た

な
史
料
と
は
大
岡
越
前
守
下
知
の
請
証
文
（
個
人
蔵
）
と
、
筆
者
の
実
家

の
古
文
書
（
山
口
家
文
書
と
仮
称
）
で
あ
る
。

こ
の
小
論
の
執
筆
動
機
は
、
実
家
に
遺
っ
て
い
た
古
文
書
を
何
と
か
読

み
た
い
と
思
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
大
谷
木
の
歴
史
が
少
し
で
も
理
解
で
き

れ
ば
と
の
思
い
に
よ
る
。
し
か
し
、
歴
史
の
門
外
漢
が
長
文
の
複
雑
な
内

容
の
古
文
書
に
挑
戦
す
る
の
は
無
謀
の
譏
り
を
免
れ
ず
、
記
述
の
不
備
に

つ
い
て
は
申
し
訳
な
い
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
原
文
の
解
読
文
に
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つ
い
て
は
全
文
を
載
せ
、
大
方
の
ご
批
判
を
御
願
い
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
章
、
秣
場
争
論
の
概
要

秣
場
と
は
、
村
人
が
生
活
す
る
た
め
の
家
畜
の
飼
料
・
田
畑
の
肥
料
・

屋
根
の
萱
・
燃
料
の
薪
炭
な
ど
を
得
る
た
め
に
村
内
あ
る
い
は
村
間
で
共

同
で
利
用
す
る
山
野
を
い
う
。
入
会
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
の
秣
場
に
つ
い

て
、
文
献(

)

は
大
谷
木
の
例
を
上
げ
て
よ
り
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
述

1

べ
て
い
る
。

『
大
字
大
谷
木
に
小
字
大
平
（
お
お
び
ら
）
と
い
わ
れ
る
地
名
が
あ
る
。

秩
父
山
系
の
一
部
が
舌
状
の
支
尾
根
と
な
り
、
ほ
ぼ
東
西
に
位
置
し
尾
根

境
に
北
は
大
字
阿
諏
訪
に
隣
地
す
る
広
大
な
山
林
地
帯
で
あ
る
。従
っ
て
、

こ
の
広
大
な
山
林
を
管
理
す
る
便
宜
上
、
大
平
１
号
か
ら
大
平
４
号
ま
で

分
割
管
理
さ
れ
て
い
た
。
江
戸
時
代
は
、
幕
府
直
轄
支
配
の
土
地
で
あ
っ

た
が
、
定
ま
っ
た
賦
役
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
住
民
が
そ
の
地

上
権
を
共
同
利
用
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
入
会
権
」
が
幕
府
か
ら
公
認
さ
れ

て
い
た
「
秣
場
」
で
あ
っ
た
。
秣
場
と
は
地
域
住
民
が
肥
料
（
落
葉
）
燃

料
（
薪
炭
）
飼
料
（
牛
馬
の
か
い
ば
）
建
築
用
材
、
生
活
用
材
、
萱
等
を

採
取
す
る
共
有
地
的
性
格
を
有
す
る
土
地
で
、
入
会
権
は
そ
の
利
権
を
有

す
る
地
域
住
民
の
最
大
の
権
利
で
あ
る
。
従
っ
て
、
秣
場
入
会
権
を
持
つ

こ
と
が
地
域
住
民
の
生
活
基
盤
の
第
一
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
を
待
た
な

い
。
広
大
な
大
平
秣
場
は
、
１
号
か
ら
３
号
ま
で
が
地
元
旧
大
谷
木
村
で

入
会
権
を
有
し
て
い
た
が
、
４
号
は
旧
長
瀬
村
、
前
久
保
村
、
小
田
谷
村
、

平
山
村
等
が
共
有
の
入
会
権
を
持
っ
て
い
た
。』

こ
こ
で
言
う
秣
場
の
入
会
権
を
持
つ
こ
と
が
住
民
の
生
活
基
盤
の
第
一

で
あ
っ
た
こ
と
は
、争
論
が
頻
繁
に
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

し
か
も
こ
の
争
論
は
後
に
見
る
よ
う
に
、
秣
場
の
あ
る
地
元
と
入
会
権
を
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持
つ
入
会
村
の
争
い
だ
け
で
な
く
、
地
元
村
内
で
幹
部
と
百
姓
の
対
立
が

あ
っ
た
り
し
て
い
て
複
雑
で
あ
る
。
ま
た
秣
場
の
大
平
何
号
と
い
う
名
前

が
何
時
頃
付
け
ら
れ
た
か
は
不
明
だ
が
、
後
述
の
史
料
の
中
に
は
秣
場
の

場
所
を
特
定
す
る
は
用
語
は
あ
ま
り
出
て
来
な
い
だ
け
に
参
考
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
毛
呂
山
周
辺
の
秣
場
争
論
の
事
例
を
各
市
町
史
か
ら
拾
っ

（
２
）

て
ま
と
め
た
も
の
を
下
表
に
示
す
。

表
で
は
便
宜
上
特
徴
を
「
秣
場
の
利
用
権
を
巡
る
争
論
」
「
秣
場
の
新

田
開
発
（
新
開
）
を
巡
る
争
論
」「
秣
場
の
境
界
を
巡
る
争
論
」
に
分
け
、

且
つ
「
村
間
」
か
「
村
内
」
か
に
も
分
け
た
。
少
々
粗
雑
だ
が
、
こ
の
分

類
が
取
り
も
直
さ
ず
秣
場
争
論
の
一
つ
の
特
徴
を
現
し
て
い
る
と
思
え

る
。
年
代
的
に
は
十
七
世
紀
半
ば
か
ら
十
八
世
紀
半
ば
ま
で
の
例
で
あ
る

が
、
実
際
は
同
じ
よ
う
な
争
論
が
何
回
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
、
十
九
世
紀

半
ば
ま
で
続
い
て
い
る
例
も
あ
る
。

争
論
は
時
と
し
て
地
頭
所
の
裁
決
だ
け
で
は
な
く
、
幕
府
の
評
定
所
の

裁
判
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
裁
決
文
は
論
所
の
大
絵
図
の
裏
に
書
か

れ
る
の
で
、
「
裁
許
絵
図
裏
書
」
と
し
て
当
事
者
に
交
付
さ
れ
る
。
鳩
山

町
の
寛
文
五
年
や
延
宝
七
年
の
裁
許
、
そ
れ
に
飯
能
市
の
元
文
四
年
の
裁

許
は
そ
の
よ
う
な
例
で
あ
り
、
市
町
史
の
写
真
を
見
る
と
大
絵
図
の
よ
う

で
あ
る
。
本
稿
で
述
べ
る
享
保
元
年
の
裁
許
も
そ
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
で
使
用
す
る
史
料
を
次
に
示
す
。
③
と
④
の
間
は
百
年
に

も
及
び
、
実
際
に
は
も
っ
と
多
く
の
争
論
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
史
料

の
入
手
が
で
き
な
か
っ
た
。

①
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
裁
許
裏
書
（
資
料
館
史
料
及
び
町
史
）

（
３
）

②
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）「
差
上
申
御
證
文
之
事
」（
個
人
蔵
）

（
４
）
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③
寛
延
二
年

（
一
七
四
九
）

秣
場
論
裁
定
（
町

史
）④

弘
化
二
年

（
一
八
四
五
）「
差

上
申
済
口
證
文

之
事
」
（
山
口
家

（
５
）

文
書
）

⑤
安
政
元
年

（
一
八
五
四
）「
乍

恐
以
書
付
奉
願

上
候
」
（
山
口
家

（
５
）

文
書
）

⑥
安
政
三
年

（
一
八
五
六
）「
乍

恐
以
書
付
奉
願

上
候
」
他
（
山

（
５
）

口
家
文
書
）

⑦
安
政
四
年

（
一
八
五
七
）「
差

上
申
一
札
之
事
」

（
５
）

（
山
口
家
文
書
）
、

秣
場
論
裁
定
（
町

史
）

毛呂山周辺の秣場争論の事例（各市町史より）

年　代 内　　　　　　　容 特　　徴

寛文5年(1665)
赤沼村芝野山の利用権で大類・善能寺・長岡・苦林の４ヶ村
が赤沼村を訴えた（裁許絵図裏書）。

利用権を巡る村間争論

延宝7年(1679)
石坂村が新開を計画、周辺村々が反発して訴訟（裁許絵図
裏書）。

新開発を巡る村間争論

寛永2年(1625)
高麗本郷・横手村の百姓と瀧泉寺の炭釜山を巡る馬草争論。
正徳年間まで続く。

利用権を巡る村内争論

寛永19年(1642) 平沢村と高麗村との秣場争論 利用権を巡る村間争論

元禄10年(1697) 田木村名主大仙院と惣百姓との間で鎮守林の出入り争論 利用権を巡る村内争論
元禄2年(1689) 飯能・真能寺・中山・台・横手の各村を巡る入会地争論
宝永4年(1707) 飯能・久下分・真能寺・中山の４ヶ村が苅生村を秣場で訴える

元文4年(1739)
大河原村と飯能・久下分・真能寺・矢颪・前ヶ貫の６ヶ村との秣
山境界争い裁許（裁許絵図裏書）。

境界を巡る村間争論

延享元年(1744) 岩沢村と阿須村との争論。済口(和解)証文 境界を巡る村間争論
正保2年(1645) 宮寺郷中野村と二本木村との草刈場の境争論。幕府裁許 境界を巡る村間争論

寛文6年(1666) 入曽村と宮寺・二本木など31ヶ村の争論。幕府裁許 新開発を巡る村間争論

元禄4年(1691)
山口谷16ヶ村と南北野付24ヶ村との新田開発に係わる秣場
減少の争い。幕府裁許

新開発を巡る村間争論

宝永6年(1709) 上新井村入会境取極破るにつき16ヶ村幕府へ集団訴訟 境界を巡る村間争論

鳩
山
町

日
高
市

飯
能
市

入
間
市
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三
章
、
享
保
元
年
の
秣
場
争
論
裁
許

最
初
の
史
料
は
享
保
元
年
の
秣
場
争
論
の
裁
許
（
絵
図
と
裏
書
）
で
あ

る
。
こ
の
史
料
は
町
の
歴
史
民
俗
資
料
館
に
保
管
さ
れ
て
お
り
、
拝
見
さ

せ
て
頂
い
た
と
き
、251

㎝×
149

㎝
の
大
き
さ
の
カ
ラ
フ
ル
な
大
絵
図

と
、裏
書
の
一
文
字

㎝
四
方
位
あ
る
迫
力
あ
る
文
字
に
大
い
に
驚
い
た
。

5

大
絵
図
に
は
、「
権
現
山
切
畑
新
発
五
反
九
畝
廿
九
歩
四
拾
八
筆
」「
あ

す
わ
坂
下
ニ

切
畑
弐
畝
八
歩
弐
筆
」
「
打
越
下
切
畑
開
弐
反
拾
六
歩
拾
七

筆
」「
ゑ
ひ
坂
切
開
畑
廿
五
歩
四
筆
」「
長
を
祢
下
ニ

切
畑
弐
畝
拾
弐
歩
四

筆
」
の
よ
う
に
地
名
畑
種
別
面
積
そ
れ
に
筆
数
が
、
ま
た
「
百
姓
持
山
之

内
」
と
か
人
家
の
記
号
が
こ
と
細
か
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
後
述
の

朝
倉
半
九
郎
手
代
ら
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
残
念
な
が
ら
筆
者
に
は
大
絵
図
を
よ
く
見
て
も
、
現
在
と
の
位

置
関
係
が
今
一
つ
は
っ
き
り
し
な
い
。
ま
た
秣
場
な
ど
の
境
は
赤
い
線
で

描
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
や
は
り
現
在
と
の
対
比
は
難
し
い
。

裏
書
は
享
保
元
年
九
月
五
日
付
け
で
、
勘
定
奉
行
四
名
、
町
奉
行
三
名
、

寺
社
奉
行
四
名
の
名
が
省
略
形
で
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
裏
書
の
下
の

方
に
は
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
の
日
付
で
、
「
享
保
元
丙
申
年
九
月
五

日
被
成
御
渡
候
四
ケ

村
入
会
秣
場
絵
図
面
大
谷
木
村
ニ

有
之
候
、
本
紙
寫

取
相
渡
置
者
也
」
と
あ
り
、
同
年
に
写
し
取
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
町
史
に
は
裏
書
の
解
読
文
の
み
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
若
干
の

誤
読
も
あ
り
少
し
分
か
り
づ
ら
い
の
で
概
略
内
容
を
次
に
述
べ
、
章
末
に

全
解
読
文
を
掲
げ
る
。

長
瀬
村
・
小
田
谷
村
と
大
谷
木
村
・
権
現
堂
村
と
の
秣
場
論
の
事
。
長

瀬
村
・
小
田
谷
村
の
訴
え
の
内
容
は
、
前
々
か
ら
大
谷
木
山
へ
入
会
で

い
り
あ
い

薪
や
秣
を
採
っ
て
い
た
が
、
こ
の
度
大
谷
木
村
は
入
会
を
拒
む
旨
を
言

い
出
し
た
。
大
谷
木
村
の
言
い
分
は
、
山
内
の
内
野
（
入
会
を
し
な
い
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場
所
）
は
百
姓
の
住
む
家
の
近
く
で
田
地
の
養
い
の
場
所
で
あ
り
、
昔

か
ら
他
村
を
入
会
し
な
か
っ
た
。
野
山
は
長
瀬
・
小
田
谷
が
入
会
で
秣

取
り
に
来
た
り
、
他
に
川
角
・
市
場
両
村
も
秣
札
を
以
っ
て
入
会
に
し

て
い
る
。
こ
の
度
長
瀬
・
小
田
谷
両
村
は
猥
に
内
野
迄
入
っ
て
来
て
い

る
と
い
う
。
な
お
権
現
堂
村
が
言
う
に
は
、
山
内
の
打
越
・
中
沢
両
所

の
内
野
へ
は
他
村
の
入
会
は
無
く
、
内
野
の
外
は
大
谷
木
村
の
入
会
並

び
に
宿
谷
村
の
一
部
の
場
所
へ
入
っ
て
来
て
い
る
と
い
う
。

吟
味
し
た
処
、
大
谷
木
村
の
野
山
の
内
野
へ
は
他
村
は
入
ら
な
い
と
言

っ
て
も
、
そ
の
証
拠
は
無
く
、
且
つ
野
山
の
内
野
の
境
は
見
え
な
い
。

大
谷
木
村
入
会
場
に
は
荒
畑
年
貢
地
が
数
多
く
あ
り
、
此
度
争
論
に
な

り
双
方
地
押
（
面
積
の
み
の
調
査
）
を
願
い
出
た
の
で
、
朝
倉
半
九
郎

じ

お

し

手
代
高
橋
柳
七
等
を
派
遣
し
て
逐
一
畑
場
を
明
ら
か
に
し
、
字
付
の
反

歩
（
面
積
）
と
筆
数
を
絵
図
面
に
書
き
載
せ
、
次
の
様
に
す
る
。

・
入
会
の
村
々
（
長
瀬
・
小
田
谷
）
は
こ
れ
ら
の
場
所
を
除
い
た
分
と

立
出
の
分
（
植
林
し
て
広
げ
た
分
）
に
は
関
与
し
て
は
な
ら
な
い
。

た
て
だ
し

・
長
瀬
・
小
田
谷
は
入
会
山
の
鎌
で
刈
れ
る
柴
木
は
例
外
的
に
許
し
、

薪
一
切
伐
り
採
り
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

・
権
現
堂
山
の
内
野
は
、
こ
の
度
大
谷
木
村
の
他
長
瀬
・
小
田
谷
が
入

会
に
な
る
の
は
構
わ
な
い
旨
の
書
付
を
差
出
し
た
の
で
、
山
内
の
荒

畑
地
除
の
秣
場
は
大
谷
木
・
長
瀬
・
小
田
谷
一
同
の
入
会
と
す
る
。

・
大
谷
木
村
・
権
現
堂
村
の
山
内
に
於
け
る
新
林
新
開
地
の
立
出
は
向

た
て
だ
し

後
一
切
致
さ
な
い
こ
と
。

・
小
田
谷
村
長
栄
寺
山
と
大
谷
木
村
附
の
小
池
山
の
間
に
あ
る
（
大
谷

木
村
の
）
作
畑
は
大
谷
木
村
分
と
す
る
。

・
大
谷
木
東
方
の
川
下
の
小
田
谷
村
御
園(

小
字
名)

に
欠
畑
一
畝
十
四

み
そ
の

歩
有
る
と
い
う
欠
地
は
大
谷
木
村
地
内
と
す
る
。

後
の
鑑
と
し
て
、
絵
図
に
裏
書
き
し

各

加
印
し
双
方
へ
渡
す
の
で
、

お
の
お
の



永
く
違
失
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
享
保
の
裁
許
の
こ
と
は
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
百
三
十
年
以
上
経
っ
た
弘
化
二
年
や
安
政
元
年
、

安
政
四
年
の
史
料
の
中
で
も
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
出
て
く
る
の
で
、
生
活
上
に
及
ぼ
し
た
影
響
が
伺
え
、

重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

享保元年裁許裏書（毛呂山町歴史民俗資料館蔵）

享保元年裁許大絵図（毛呂山町歴史民俗資料館蔵）

大谷木の地図（権現山、御園、石原ヶ谷戸、海老ヶ坂、打越、中沢などは古文書に出て来る地名。
なお、大平１～４号は「毛呂山町観光ガイドマップ」に依った）



武
州
入
間
郡
長
瀬
村
小
田
谷
村
与

大
谷
木
村
并

権
現
堂
村
秣
場
論
之
事
。
長
瀬
村
小
田
谷
村
訴
趣
、
弐
ケ

村

前
々
大
谷
木
山
江

入
会
薪
秣
採
来
候
處
、
今
度
大
谷
木
村
入
会
相
妨
旨
申
之
。
大
谷
木
村
答
候
者
、
山
内

内
野
者
百
姓
居
所
之
近
所
田
地
養
之
場
所
故
、
古
来
他
村
不
入
会
。
野
山
者
長
瀬
小
田
谷
入
会
秣
取
来
候

外
ニ

、
川
角
市
場
両
村
茂
以
秣
札
入
会
候
。
此
度
長
瀬
小
田
谷
両
村
猥
ニ

内
野
迠
入
候
旨
申
之
。
権
現
堂
村
申
者
、
当
村

山
内
打
越
中
沢
両
所
内
野
江

者
、
他
村
入
会
無
之
、
内
野
之
外
者
大
谷
木
村
入
会
并

宿
谷
村
少
之
場
所
江

入
来
候
旨
申
之
。
遂
吟
味
處
大
谷
木
村
野
山
入
会
内
野
江

者
他
村
不
入
与

雖
レ

申
レ

之
、
内
野
不
入
会

證
拠
無
之
、
且
野
山
内
野
境
別
不
相
見
間
、
入
来
候
村
々
大
谷
木
村
惣
山
内
秣
場
可
入
会
之
。

大
谷
木
村
入
会
場
之
内
、
荒
畑
年
貢
地
数
多
有
之
、
此
度
諍
論
ニ

付
、
双
方
地
押
相
願
間
、

朝
倉
半
九
郎
手
代
高
橋
柳
七
、
都
筑
藤
十
郎
手
代
諏
訪
儀
右
衛
門
指
遣
、
逐
一
畑
場
令
糺
明

字
付
反
歩
筆
数
今
度
絵
図
面
書
載
之
条
、
入
会
候
村
々
右
場
所
除
之
并

立
出
之
分
不
可
綺
之
。

い
ろ
う

長
瀬
小
田
谷
於
入
会
山
薪
採
来
段
、
前
々
證
文
不
相
見
間
、
鎌
刈
之
柴
木
者
各
別
薪
一
切
不
可

伐
採
之
。
権
現
堂
山
内
野
他
村
入
会
無
之
と
申
證
拠
無
之
、
此
度
大
谷
木
村
之
外
長
瀬
小
田
谷

入
会
候
共
構
無
之
旨
書
付
差
出
之
上
者
、
山
内
荒
畑
地
除
之
秣
場
大
谷
木
長
瀬
小
田
谷
一
同
可
入
会
之
。

大
谷
木
村
権
現
堂
村
於
山
内
新
林
新
開
立
出
向
後
一
切
不
可
致
之
。
小
田
谷
村
長
栄
寺
山
と
大
谷
木
村

附
小
池
山
之
間
ニ

小
田
谷
持
山
有
之
旨
雖
申
立
、
右
場
所
大
谷
木
村
作
畑
有
之
、
小
田
谷
持
地
之
證
拠
無
之
間
、

可
為
大
谷
木
村
分
。
大
谷
木
東
方
川
末
小
田
谷
村
ミ
そ
の
欠
畑
壱
畝
拾
四
歩
有
之
由
、
大
谷
木
ゟ
者
石
原

が
い
と
欠
畑
拾
五
歩
有
之
由
申
ニ

付
令
僉
儀
處
、
前
々
改
之
節
永
引
書
付
双
方
場
所
不
分
明
、
且

右
論
地
之
外
川
向
小
田
谷
地
面
無
之
間
、
右
之
欠
地
可
為
大
谷
木
村
地
内
。
為
後
鑑
絵
図
令
裏
書
各

加
印
双
方
江

下
置
之
間
、
永
不
可
違
失
者
也
。

享
保
元
年
丙
申
九
月
五
日

大

下
野

伊

伊
勢

水

伯
耆

水

因
幡

中

出
雲

坪

能
登

松

壱
岐

井

遠
江

石

近
江

土

伊
豫

松

対
馬

（
注
）

享
保
元
丙
申
年
九
月
五
日
被
成
御
渡
候
四
ケ

村

入
会
秣
場
絵
図
面
大
谷
木
村
ニ

有
之
候
、
本
紙

寫
取
相
渡
置
者
也

天
保
八
丁
酉
年
四
月
朔
日

山
本
五
郎
左
衛
門

掛

吉
原
弥
左
衛
門

印

村
松
荘
右
衛
門

渡
部
儀
右
衛
門

掛

渡
辺
郷
右
衛
門

印

瀧

平
十
郎

伊
東
忠
蔵

印

享保元年裁許裏書の解読文
（レ点句読点等は筆者。人名は実

際は一名宛横に展開されている）

（
注
）

「
大

下
野
」
は
大
久
保
下

野
守
忠
位
（
勘
定
奉
行
）
、

「
伊

伊
勢
」
は
伊
勢
伊
勢

守
貞
勅
（
勘
定
奉
行
）、

「
水

伯
耆
」
は
水
野
伯
耆

守
守
美
（
勘
定
奉
行
）、

「
水

因
幡
」
は
水
野
因
幡

守
忠
順
（
勘
定
奉
行
）、

「
中

出
雲
」
は
中
山
出
雲

守
時
春
（
北
町
奉
行
）、

「
坪

能
登
」
は
坪
内
能
登

守
定
鑑
（
南
町
奉
行
）、

「
松

壱
岐
」
は
松
野
壱
岐

守
助
義
（
北
町
奉
行
）、

「
井

遠
江
」
は
井
上
遠
江

守
正
長
（
寺
社
奉
行
）、

「
石

近
江
」
は
石
川
近
江

守
総
茂
（
寺
社
奉
行
）、

「
土

伊
豫
」
は
土
井
伊
豫

守
利
意
（
寺
社
奉
行
）、

「
松

対
馬
」
は
松
平
対
馬

守
近
禎
（
寺
社
奉
行
）

（
「
日
本
史
広
辞
典
」(

山
川

出
版)

巻
末
付
録
よ
り
）
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四
章
、
元
文
三
年
の
大
岡
越
前
守
の
下
知
と
寛
政
二
年
の
裁
定

次
の
史
料
は
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
の
「
差
上
申
御
證
文
之
事
」
で
、

大
岡
越
前
守
（
当
時
、
寺
社
奉
行
）
が
下
知
（
裁
定
）
し
た
も
の
に
対
す

る
受(

請)

証
文
で
あ
る
。
宛
先
は

う
け

「
田
中
久
蔵
様
御
役
所
」
と
な
っ

て
い
る
。
田
中
久
蔵
は
大
岡
越
前

守
の
下
で
武
蔵
国
の
内
三
万
五
千

四
百
七
十
石
余
の
地
を
支
配
し
た

人
物
と
言
わ
れ
る
。
内
容
は
、
大

谷
木
村
な
ど
四
村
が
秣
山
を
林
畑

に
し
た
い
と
申
し
出
た
こ
と
に
入

会
村
が
反
対
し
、
役
所
（
奉
行
所
）

は
林
畑
化
を
認
め
な
い
判
断
を
行

っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

入
会
村
の
具
体
的
な
主
張
は
見
え

て
来
な
い
が
、
「
阿
諏
訪
瀧
野
入

山
秣
場
入
会
」
と
し
て
小
田
谷
・

元文3年の古文書（部分、個人蔵）
享保元年裁許裏書（部分、
毛呂山町歴史民俗資料館蔵）
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毛
呂
・
馬
場
・
平
山
・
堀
込
の
村
の
名
主
・
組
頭
・
百
姓
代
が
名
を
連

ね
、
同
様
に
「
権
現
堂
大
谷
木
山
秣
場
入
会
」
と
し
て
小
田
谷
村
、
「
権

現
堂
山
秣
場
入
会
」
と
し
て
平
沢
村
、
「
権
現
堂
大
谷
木
山
秣
場
入
会
」

と
し
て
長
瀬
村
の
各
村
幹
部
の
名
が
あ
り
、
当
時
の
地
元
と
出
入
の
関
係

が
わ
か
る
。
変
わ
っ
た
所
で
は
「
大
谷
木
野
元
権
現
堂
山
秣
場
入
会
」
に

大
谷
木
村
の
年
寄
・
組
頭
ら
の
名
前
が
あ
る
。

な
お
、
「
大
岡
越
前
守
忠
相
日
記
」
の
当
該
時
期
の
個
所
を
見
た
が
裁

定
の
記
事
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
受
証
文
の
概
要
は
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。

大
谷
木
・
権
現
堂
・
阿
諏
訪
・
瀧
野
入
村
の
入
会
秣
山
の
こ
と
は
、
地

元
村
々
よ
り
林
畑
に
し
た
い
と
申
し
上
げ
て
い
た
が
、
当
二
月
中
に
見

分
し
た
処
、
嶮
岨
の
場
所
な
の
で
、
（
入
会
村
は
）
秣
銭
一
反
に
付
き

三
文
づ
つ
差
し
出
し
、
こ
れ
ま
で
通
り
入
会
の
秣
苅
を
取
る
様
に
言
い

渡
さ
れ
た
。
が
、
地
元
村
々
は
林
畑
に
し
て
取
箇
（
年
貢
）
を
一
反
に

付
き
五
文
づ
つ
上
納
し
た
い
と
願
い
出
た
処
、
双
方
（
地
元
と
入
会
村
）

を
調
査
し
、
書
物
を
以
て
当
八
月
中
、
大
岡
越
前
守
様
に
お
伺
い
さ
れ
、

こ
の
度
命
令
が
出
さ
れ
た
。
林
畑
に
す
る
に
は
難
し
い
と
い
わ
れ
、
秣

銭
場
に
し
て
お
き
一
反
に
付
き
永
三
文
づ
つ
、
御
料
私
領
は
高
割
を
以

て
差
し
出
し
、
こ
れ
ま
で
通
り
村
々
入
会
は
秣
苅
取
り
と
す
べ
し
と
今

日
召
出
さ
れ
言
い
渡
さ
れ
承
知
し
た
。
後
日
の
為
、
お
受
証
文
を
差
し

上
げ
ま
す
。

（
高
割
＝
石
高
に
応
じ
て
の
割
付
）

こ
の
下
知
の
十
一
年
後
、
寛
政
二
年
（
一
七
四
九
）
の
秣
場
争
論
の
裁

定
と
し
て
、
町
史
に
は
概
略
次
の
よ
う
に
あ
る
。

地
元
四
ヶ
村
で
は
入
会
山
に
つ
い
て
、
地
理
的
そ
の
他
の
面
か
ら
林
畑
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開
発
が
計
画
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
元
文
五
年
に
は
奉
行
所
に
願
い
出

た
。
こ
れ
を
知
っ
た
入
会
村
の
中
長
瀬
・
小
田
谷
・
毛
呂
・
馬
場
・
堀

米
・
平
山
の
六
ヶ
村
は
林
不
足
等
を
理
由
に
開
発
に
反
対
し
、
今
迄
通

り
の
秣
山
と
し
、但
し
野
銭
と
し
て
年
貢
を
納
め
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

以
来
互
い
に
こ
れ
を
繰
返
し
歩
み
寄
り
は
で
き
な
か
っ
た
。

寛
政
二
年
春
に
は
役
所
か
ら
の
検
分
と
事
情
聴
取
が
行
わ
れ
、
ま
た
地

元
と
入
会
村
が
案
を
出
し
合
っ
た
。
十
二
月
に
は
勘
定
奉
行
か
ら
是
迄

通
り
の
秣
山
に
す
る
事
な
ど
の
裁
定
が
あ
っ
た
。
な
お
、
地
元
大
谷
木

村
の
内
五
十
五
人
が
入
会
村
に
同
調
し
た
。

こ
の
内
容
の
内
、
元
文
五
年
に
願
い
出
た
こ
と
な
ど
は
、
元
文
三
年
の

受
証
文
と
似
て
い
る
。
つ
ま
り
同
じ
よ
う
な
争
論
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
元
文
三
年
の
受
証
文
の
原
文
の
解
読
を
次
に
示

す
（
句
読
点
、
ル
ビ
は
筆
者
）。

差
上
申
御
證
文
之
事

一
武
州
入
間
郡
大
谷
木
権
現
堂
阿
諏
訪
瀧
野
入
村
入
会

秣
山
之
儀
、
地
元
村
々
ゟ
林
畑
ニ

御
願
申
上
候
ニ

付
、
当
二
月
中

御
見
分
之
上
、
嶮
岨
之
場
所
ニ

有
之
間
、
秣
銭
壱
反
ニ

付

三
文
宛
差
出
、
前
々
之
通
り

入
会
秣
苅
取
候
様
ニ

被

仰
渡

候
処
、
地
元
村
々
林
畑
ニ

仕
立
御
取
箇
壱
反
ニ

付
五
文

宛
上
納
仕
度
段
達
而

奉
願
候
ニ

付
、
双
方
御
吟
味

書
物
一
件
ヲ

以
当
八
月
中

大
岡
越
前
守
様
ニ

御
窺

被

仰
上
候
処
、
此
度
御
下
知
相
済
候
処
、
林
畑
御
高
入
ニ

ハ

難
被
仰
付
候
間
、
秣
銭
場
ニ

致
置
壱
反
ニ

付
永
三
文
宛
、

御
料
私
領
高
割
ヲ

以
差
出
、
前
々
之
通
村
々
入
会
秣

苅
取
可
申
段
今
日
被
召
出
被

仰
渡
承
知
奉
畏
候
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為
後
日
御
受
證
文
差
上
申
処
仍
如
件

同
国
同
郡

仙
石
宋
女
知
行
所
小
田
谷
村

采

名
主
清
左
衛
門

印

阿
諏
訪
瀧
野
入
山
秣
場
入
会

組
頭
伊
右
衛
門

印

百
姓
代
善
兵
衛

印

同
国
同
郡

仙
石
宋
女
知
行
所
毛
呂
村

采

名
主
治
右
衛
門

印

組
頭
八
郎
右
衛
門

印

百
姓
代
治
左
衛
門

印

右
同
断

同
国
同
郡

三
枝
兵
庫
知
行
所
馬
場
村

名
主
小
兵
衛

印

組
頭
孫
左
衛
門

印

権
兵
衛

印

右
同
断

同
国
同
郡

三
枝
兵
庫
知
行
所
平
山
村

名
主
武
兵
衛

印

組
頭
儀
左
衛
門

印

百
姓
代
五
左
衛
門

印

右
同
断

同
国
同
郡

河
野
備
後
守
知
行
所
堀
込
村

名
主
平
右
衛
門

印

組
頭
小
右
衛
門

印

百
姓
代
与
五
右
衛
門

印

権
現
堂
大
谷
木
山
秣
場
入
会

同
国
同
郡

田
中
休
蔵
支
配
所
小
田
谷
村
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名
主
伊
左
衛
門

印

組
頭
与
五
右
衛
門

印

百
姓
代
市
左
衛
門

印

大
谷
木
野
元
権
現
堂
山
秣
場
入
会

同
国
同
郡

右
同
人
支
配
所
大
谷
木
村

年
寄
次
郎
右
衛
門

印

組
頭
五
兵
衛

印

同
断
伝
八

印

田
中
久
蔵
様

百
姓
代
利
兵
衛

印

御
役
所

権
現
堂
山
秣
場
入
会

同
国
高
麗
郡
平
沢
村

名
主
仁
兵
衛

印

組
頭
弥
右
衛
門

印

百
姓
代
甚
右
衛
門

印

権
現
堂
大
谷
木
山
秣
場
入
会

武
州
入
間
郡

久
貝
因
幡
守
知
行
所
長
瀬
村

名
主
武
左
衛
門

印

組
頭
重
右
衛
門

印

百
姓
代
八
郎
兵
衛

印

元
文
三
年
午
十
月
十
二
日

（
１
７
３
８
年
）

（
以
下
欠
損
あ
り
）

五
章
、
弘
化
二
年
の
和
解
証
文

寛
政
二
年
の
裁
定
後
の
次
の
史
料
は
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
十
月
廿

九
日
付
け
の
済
口
（
和
解
）
証
文
で
あ
る
。
こ
の
間
、
約
百
年
経
過
し
て
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い
る
が
、
決
し
て
争
論
が
な
か

っ
た
訳
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
証
文
は
大
谷
木
村
小
前

と
村
幹
部
（
百
姓
代
）
と
の
境

争
い
で
、
地
頭
所
へ
提
出
し
た

済
口
証
文
で
あ
る
。
こ
の
中
で

初
め
て
「
左
文
次
」
の
名
前
が

出
て
来
る
が
、
左
文
次
は
後
の

争
論
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
キ

ー
人
物
で
も
あ
る
。
内
容
は
事

細
か
く
記
さ
れ
て
い
て
解
釈
に

苦
労
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
概

要
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。大

谷
木
村
の
入
会
秣
場
に
あ
る
切
畑
並
に
境
縁
に
あ
る
通
持
山
の
境
は

は
っ
き
り
し
な
い
場
所
が
多
く
、
秣
苅
取
り
に
差
支
え
る
。
入
会
村
や

小
前
の
も
の
達
が
境
を
改
め
て
貰
い
た
く
繰
り
返
し
談
判
し
て
き
た

が
、
そ
の
筋
へ
伺
の
上
、
（
享
保
元
年
の
）
絵
図
面
に
基
づ
き
境
を
改

め
よ
う
と
し
た
処
、
切
畑
は
勿
論
、
境
縁
の
持
山
は
長
年
自
然
と
木
品

が
生
え
立
つ
所
が
で
き
、
境
は
き
ち
ん
と
改
め
た
上
、
境
の
外
の
立
木

の
分
は
代
金
に
し
て
七
分
三
分
に
分
け
、
三
分
は
持
山
切
畑
を
支
配
し

て
い
る
も
の
に
渡
し
、
七
分
は
地
元
役
人
が
引
取
る
こ
と
に
し
た
。
入

会
村
役
人
と
相
談
の
上
（
略
）
話
し
合
い
が
進
み
、
一
同
立
会
っ
て
境

を
改
め
よ
う
と
し
た
処
、
切
畑
持
山
を
所
持
し
て
い
る
百
姓
代
の
清
兵

衛
他
十
六
人
の
者
達
が
何
の
理
由
が
あ
っ
て
か
訴
え
出
て
、
い
い
加
減

な
説
明
で
地
頭
所
に
参
上
し
、
境
を
弛
る
よ
う
に
歎
願
書
を
差
上
げ

ゆ
る
め

弘化2年の古文書（部分、山口家文書）
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た
処
、
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
差
し
戻
さ
れ
た
。
し
か
し
、
争
論
に
な
っ
て

は
容
易
で
な
い
の
で
、
仲
裁
人
が
入
っ
て
（
条
件
等
省
略
）
、
双
方
共

違
論
を
言
わ
な
い
こ
と
に
し
た
。
な
お
、
清
兵
衛
忰
の
良
助
は
き
ち
ん

と
話
し
合
い
も
せ
ず
訴
え
出
た
の
は
不
行
届
き
で
あ
り
、
組
頭
源
兵
衛

が
差
添
に
参
上
し
た
の
は
不
注
意
の
至
り
で
あ
る
。
差
添
人
名
主
左
文

次
方
へ
詫
び
状
を
携
え
て
挨
拶
に
行
き
、

憤

り
が
晴
れ
双
方
申
す
事

い
き
ど
お

無
く
示
談
が
成
立
し
、
よ
っ
て
以
後
境
筋
は
猥
に
な
ら
な
い
よ
う
時
々

改
め
る
よ
う
に
す
る
。
然
る
上
は
右
一
件
に
つ
い
て
重
ね
て
お
願
い
す

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
後
の
証
の
為
に
連
印
し
て
和
解
の
証
文
を
差

し
上
げ
ま
す
。

こ
の
証
文
の
登
場
人
物
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

訴
え
側
＝
百
姓
代
清
兵
衛
外
十
六
人
惣
代
清
兵
衛
忰
良
助
、百
姓
半
七
、

組
頭
源
兵
衛

差
添
人
＝
同
村
名
主
左
文
次
、
組
頭
惣
左
衛
門
、
同
久
蔵

小
前
側
＝
三
拾
六
人
惣
代
百
姓
茂
七
、
同
久
右
衛
門
、

仲
裁
人
（
扱
人
）
＝
阿
諏
訪
村
組
頭
恒
八
、
平
沢
村
中
組
名
主
重
兵
衛
、

下
組
名
主
新
兵
衛
他

原
文
の
解
読
を
次
に
示
す
（
レ
点
句
読
点
ル
ビ
等
は
筆
者
）。

差
上
申
濟
口
證
文
之
事

武
州
入
間
郡
大
谷
木
村
、
入
會
秣
場
江

孕
居
候

は
ら
み

切
畑
并

境
縁
通
持
山
境
筋
、
不
分
明
之
場
所
多
、

さ
か
い
ぶ
ち

秣
苅
取
方
ニ

差
支
。
入
會
村
方
并

小
前
之
も
の
共
、
境

筋
相
改
貰
度
旨
再
應
懸
合
御
座
候
ニ

付
、
其
御
筋
江

伺
之
上
、
繪
圖
面
江

基
附
、
境
相
改
候
處
、
切
畑
者

勿
論

も
と
づ
き
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境
縁
持
山
之
儀
、
年
来
相
立
自
然
与

木
品
生
立

き

じ

な

は
え
た
ち

候
場
所
相
見
候
ニ

付
、
境
筋

弥

相
改
候
上
、
境
外

み
え

い
よ
い
よ

そ
と

立
木
之
分
者
、
代
金
之
積
り

七
分

三
分
ニ

相
分
ケ

三
分

者

つ
も

持
山
切
畑
進
退
致
居
候
も
の
へ
相
渡
、
七
分

者

地
元
役
人
引
取
、
入
會
村
役
人
相
談
之
上
、

先
議
定
ニ

基
附
、
相
當
ニ

割
合
可
レ

致
筈
取

さ
き
の

極
、
尤
雑
費
入
用
之
分
者
、
一
同
無
二

故
障
一

出
金

可
レ

致
筈
ニ
而

示
談
行
届
、
一
同
立
會
境
筋
相
改

候
処
、
切
畑
持
山
所
持
仕
候
百
姓
代
清
兵
衛
外

拾
六
人
之
も
の
共
、
何
等
之
含
ニ

候
哉
、
出
訴
之

趣
投
遣
之

断
ニ
而

な
げ
や
り

こ
と
わ
り

御
地
頭
所
様
江

罷
出
、
境
引
相
弛
候
様
致

ゆ
る
め

度
旨
、
御
歎
願
書
差
上
候
所
、
御
取
用
ニ

不
相
成

願
書
御
差
戻
相
成
。

乍
併

右
場
所
境
筋

し
か
し
な
が
ら

之
儀
者
、
御
手
切
之
御
調
ニ

も
難
相
成
、
及
二

争
論
一

候
而

者
不
容
易
旨
を
以
、
内
々
御
利
解

被
仰
聞

□
発
ゟ
之
立
入
、
阿
諏
訪
村
恒
八
江

取
扱
方

被
仰
付
、
精
々
及
二

懸
合
一

候
得
共
、
不
行
届
彼

せ
い
ぜ
い

か
れ

是
挽
罷
罷
在
候
内
、
外
小
前
共
入
會
村
役
人
ど
も

こ
れ
ひ
き
や
め

出
府
致
し
、
先
議
定
之
振
ニ

候
取
計
ニ
而

者
、

難
渋
之
旨
ニ
而

既
ニ

其
御
筋
々
江

御
訴
ニ

茂

可
レ

及
折
柄
、
平
沢
村
名
主
重
兵
衛
外
壱
人

扱
ニ

立
入
、
先
議
定
ニ

基
附

全

秣
場
立
木

ま
つ
た
く

之
分
相
除
、
切
畑
持
山
地
續
境
外
ニ

生
立
候
様

は
い
た
ち

仕
成
候
木
品
七
分

之
儀
者
五
分

之
積
を
以
、
代
金

し

な

し

つ
も
り

六
拾
両
ニ
而

扱
人
方
江

買
受
、
今
般
取
極
候
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別
紙
議
定
之
通
取
計
候
上
、
雑
費
入
用

と
し
て
相
手
方
一
同
江

差
出
可
レ

申
筈
。
右
木
品

者
前
書
代
金
を
以
、
扱
人
ゟ
清
兵
衛
外
拾
六
人
江

譲
渡
候
筈
。
尤
秣
場
之
内
自
然
生
立
持
主
無
レ

之
木
品
者
相
除
、
是
迄
仕
来
通
之
分
立
入
取
計

し
き
た
り

可
レ

申
筈
。
且
譲
渡
立
木
并

三
分

之
木
品
と
茂

来
午
秋
彼
岸
限
、
同
人
其
外
ニ
而

不
レ

残
伐
拂

き
り
は
ら
い

元
形
之
通
い
た
し
可
レ

申
、
且
又
源
兵
衛
持
字

入
山
地
所
并

同
人
持
字
観
音
山
地
所
半
七

持
字
五
六
地
所
三
筆
之
儀
者
、
追
而

帰
村
之
上

扱
人
ニ

お
ゐ
て
得
与

取
調
、
一
同
申
談
之
上
、
難
儀

不
二

相
成
一

様
可
レ

仕
筈
取
極
、
就
而

者
未
タ

境
引
不
レ

仕
候

つ

い

て

は

場
所
者
、
帰
村
之
上
今
般
扱
人
一
同
立
會

取
調
、
境
外
木
品
之
儀
者
矢
張
先
議
定
之

そ
と

姿
を
以
、
扱
人
差
略
ニ

任
せ
双
方
共
違
論
申

間
敷
筈
。
且
又
清
兵
衛
忰
良
助
儀
聢
与

懸
合
も
不
レ

致
、
出
訴
致
候
段
全
不
行
届

并

組
頭
源
兵
衛
是
以
同
様
之
始
末
差
添
ニ

罷
出
候
段
、
不
念
之
至
ニ

付
、
名
主
左
文
次
方
江

ぶ

ね

ん

詫
一
札
を
以
、
及
二

挨
拶
一

候
上
者
、
憤
り

相
晴
双
方

無
二

申
分
一

熟
談
相
整
申
候
、
依
而

者
已
来
境
筋

猥
ニ

不
二

相
成
一

様
時
々
相
改
可
申
候
、
然
ル

上
者
右
一
件
ニ

付

重
而

御
願
筋
毛
頭
無
二

御
座
一

候
間
、
為
二

後
證
一

連
印

濟
口
證
文
差
上
申
處
如
件

御
知
行
所

武
州
入
間
郡
大
谷
木
村
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百
姓
代
清
兵
衛
外
拾
六
人
惣
代

右
清
兵
衛
忰

良
助

弘
化
二
巳
年
十
月
廿
九
日

百
姓

半
七

（
１
８
４
５
年
）

組
頭

源
兵
衛

差
添
人

同
村
名
主

左
文
次

組
頭

惣
左
衛
門
、
〃

久
蔵

小
前
三
拾
六
人
惣
代

百
姓

茂
七
、
〃

久
右
衛
門

阿
諏
訪
村
組
頭

恒
八

扱
人

一
橋
御
領
知

同
州
高
麗
郡
平
沢
村

中
組
名
主

重
兵
衛
、
下
組
名
主

新
兵
衛

御
地
頭
所
様

御
役
人
中
様

六
章
、
安
政
元
年
の
訴
訟
取
下
げ

安
政
元
年(

一
八
五
四)

八
月
十
三
日
付
け
の
「
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
」

は
、
大
谷
木
村
小
前
と
名
主
左
文
次
と
の
訴
訟
の
取
り
下
げ
の
願
書
で
あ

り
長
文
で
あ
る
。
二
年
半
後
の
安
政
三
年
三
月
に
坂
口
陳
四
郎
が
写
し
た

も
の
で
あ
る
。

こ
の
訴
訟
は
七
年
前
の
弘
化
四
年
に
提
出
し
た
も
の
が
、
勘
定
奉
行
の

転
役
（
牧
野
大
和
守
成
綱
か
ら
池
田
播
磨
守
頼
方
へ
）
で
吟
味
中
と
な
っ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
事
の
起
こ
り
は
名
主
佐(

左)

文
次
の
一
方
的
な
境

改
め
か
ら
始
ま
る
。
小
前
た
ち
は
反
発
し
、
仲
裁
人
が
出
て
来
る
が
さ
ら

に
紛
糾
す
る
。
地
頭
所
に
申
立
て
吟
味
中
に
双
方
理
解
し
和
解
し
た
が
、

な
お
駕
籠
訴
な
ど
に
及
ん
で
い
る
。
長
文
の
こ
の
内
容
は
事
細
か
く
記
さ
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れ
て
い
て
筋
書
き
の
解
釈
が
難

し
い
が
、
概
要
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。（
駕
籠
訴
＝
通
行

す
る
幕
府
の
大
官
や
大
名
な
ど
の
駕

籠
を
待
ち
受
け
て
直
訴
す
る
こ
と
。

違
法
行
為
）

百
姓
の
次
右
衛
門
た
ち
は
次

の
よ
う
に
言
う
。
村
の
秣
場

は
居
村
か
ら
離
れ
て
い
て
深

山
谷
間
嶮
岨
の
場
所
な
の
で

年
貢
の
上
納
は
自
由
に
さ
れ

て
き
た
の
で
昔
か
ら
木
品
を

植
付
け
、
丹
誠
を
尽
し
て
次

第
に
成
木
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
な
の
に
村
方
名
主
の
佐
文
次
は
、
切

畑
山
受
と
秣
場
と
の
境
を
改
め
た
い
と
言
い
出
し
た
。
御
料
私
領
が
入

り
混
じ
る
場
所
で
新
た
な
改
め
は
迷
惑
で
あ
り
、断
っ
た
ら
紛
糾
し
た
。

左
文
次
は
出
府
の
上
、
境
の
改
め
を
地
頭
所
か
ら
の
下
知
書
を
申
し
請

け
る
と
い
っ
て
、
一
同
を
呼
び
集
め
下
知
書
通
り
境
を
改
め
る
か
ら
、

違
反
の
な
い
よ
う
連
印
し
て
請
書
を
差
し
出
す
べ
き
だ
と
厳
し
く
言
い

出
し
た
。

左
文
次
ひ
と
り
の
申
立
て
で
あ
り
、
下
知
書
を
申
し
請
け
る
の
は
難
し

く
、
境
の
改
め
は
迷
惑
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
と
、
仲
裁
人
が
き
て

入
会
村
々
一
同
立
会
の
上
で
小
前
が
困
ら
な
い
よ
う
に
す
る
か
ら
受
け

入
れ
る
よ
う
に
と
言
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
対
談
と
は
悉
く
異
な
っ
て
い

た
。
元
々
仲
裁
人
並
び
に
入
会
村
々
と
左
文
次
は
馴
れ
合
い
の
上
で
申

し
合
わ
せ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
左
文
次
は
思
い
の
ま
ま
に
間
棹
で

け
ん
ざ
お

安政元年の古文書（部分、山口家文書）
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境
を
引
き
直
し
、私
共
所
持
地
の
大
木
の
立
木
ま
で
秣
場
へ
差
し
出
し
、

そ
の
上
大
小
の
立
木
中
央
よ
り
伐
り
採
り
、
そ
の
伐
口
に
極
印
し
境
木

と
記
し
た
。
私
共
の
昔
か
ら
の
所
持
地
の
過
半
が
秣
場
へ
持
っ
て
行
か

し
る

れ
、
多
く
の
地
所
が
狭
く
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
新
規
の
境
の
引
直
し
、

境
外
の
立
木
を
私
欲
に
す
る
の
は
元
よ
り
狡
猾
で
あ
る
。
既
に
境
の
外

に
成
っ
た
立
木
は
、
桶
職
又
は
材
木
渡
世
の
も
の
達
を
呼
び
集
め
、
値

段
の
見
積
り
を
行
っ
て
い
る
。
元
の
形
に
す
る
に
は
沢
山
の
お
金
を
差

し
出
す
な
ら
勘
弁
し
て
あ
げ
る
な
ど
と
言
う
の
は
、
片
時
も
捨
て
置
く

こ
と
は
出
来
な
い
。

惣
代
と
し
て
良
助
他
一
人
を
出
府
さ
せ
、
地
頭
所
へ
歎
願
中
、
同
人
共

を
左
文
次
の
仲
間
に
引
き
入
れ
、
（
略
）
地
頭
所
へ
和
解
証
文
差
し
上

げ
た
（
筆
者
注
、
弘
化
二
年
の
和
解
証
文
の
こ
と
か
）
の
は
全
く
左
文

次
に
欺
か
れ
、
私
欲
の
為
に
こ
の
よ
う
に
処
置
さ
れ
て
は
困
窮
の
小
前

は
暮
ら
し
が
立
た
な
い
。
享
保
元
年
の
裁
許
絵
図
面
の
裏
書
の
通
り
と

し
、
（
略
）
以
来
、
地
所
混
乱
し
な
い
よ
う
に
、
確
か
に
境
を
立
て
て

決
め
た
。
こ
の
こ
と
が
わ
か
っ
た
上
は
、
双
方
並
び
に
引
合
（
証
人
）

の
も
の
達
に
お
い
て
も
、
い
さ
さ
か
も
言
い
分
は
無
い
。

一
方
で
次
右
衛
門
・
助
右
衛
門
・
八
百
吉
・
勇
助
・
文
次
郎
・
多
兵
衛

・
半
七
・
林
蔵
・
左
文
次
・
萬
右
衛
門
・
惣
左
衛
門
・
清
左
衛
門
・
政

之
助
・
源
兵
衛
の
内
、
次
右
衛
門
・
助
右
衛
門
・
八
百
吉
・
勇
助
は
銘

々
所
持
の
地
所
秣
場
境
改
方
に
つ
い
て
、
名
主
左
文
次
の
処
置
に
疑
念

を
持
ち
、
村
内
與
右
衛
門
そ
の
外
の
も
の
達
一
同
惣
代
を
以
っ
て
事
情

を
地
頭
へ
申
し
立
て
、
吟
味
中
に
そ
れ
ぞ
れ
事
柄
が
わ
か
り
熟
談
し
和

解
し
た
が
、
尚
又
あ
れ
こ
れ
申
し
立
て
、
地
頭
の
説
得
も
わ
き
ま
え
ず
、

重
役
方
へ
駕
籠
訴
し
た
文
次
郎
、
そ
れ
に
左
文
次
・
萬
右
衛
門
・
惣
左

衛
門
・
清
左
衛
門
・
政
之
助
・
源
兵
衛
は
銘
々
役
職
を
も
勤
め
る
身

分
、
村
内
の
文
次
郎
他
三
人
所
持
の
地
所
は
、
右
の
よ
う
な
切
畝
歩
（
一

き

り

せ

ぶ
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筆
の
田
畑
の
分
割
）
な
る
義
を
知
ら
ず
に
い
た
こ
と
は
、
過
去
の
過
ち

を
後
悔
し
、
一
同
地
頭
へ
厚
く
侘
び
た
。

御
吟
味
下
の
義
は
、
連
印
書
付
を
以
っ
て
願
い
奉
る
処
、
次
右
衛
門
・

助
右
衛
門
・
八
百
吉
・
勇
助
・
文
次
郎
・
多
兵
衛
・
半
七
・
林
蔵
・
左

文
次
・
萬
右
衛
門
・
惣
左
衛
門
・
清
左
衛
門
・
政
之
助
・
源
兵
衛
義

は
、
前
書
始
末
不
埒
に
つ
き
、
き
つ
く
仰
付
ら
れ
べ
く
処
、
御
吟
味
下

げ
を
以
っ
て
、
願
い
に
付
御
宥
免
（
罪
を
許
す
）
を
以
っ
て
一
同
御
叱

り
を
受
け
、
願
の
通
り
御
吟
味
御
下
げ
と
な
り
承
知
し
た
。
よ
っ
て
御

請
証
文
を
差
し
上
げ
ま
す
。

原
文
の
解
読
文
を
次
に
示
す
（
レ
点
句
読
点
ル
ビ
等
は
筆
者
）。

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

武
州
入
間
郡
大
谷
木
村
一
件
之
も
の
共

奉
申
上
候
、
私
共
一
件
地
頭
吟
味
中

入
会
村
々
江

相
掛
候
地
所
之
義
ニ

付
、
去
ル

未
年
中
、
牧
野
大
和
守
様
御
勤
役
中

御
同
人
様
江

御
差
出
ニ

相
成
御
吟
味
中

御
転
役
ニ

付
、
池
田
播
磨
守
様
江

御
引
継
相
成

当
御
吟
味
中
御
転
役
ニ

付
、
当

御
奉
行
所
様
江

御
引
渡
相
成
、
当
時

御
吟
味
中
篤
与

掛
合
お
よ
ひ
候
処
、

次
右
衛
門
其
外
之
も
の
共
義
、
当
村
秣
場
之
義
者

御
料
ニ
而

、
隣
村
長
瀬
村
小
田
谷
村

前
久
保
村
之
内
字
池
田
馬
場
村
之
内

字
石
原
ケ

谷
戸
、
右
四
ケ

村
入
会
秣
場
ニ
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孕

居
候
切
畑
者
私
領
山
請
者
御
料
ニ
而

居
村
よ
り

は
ら
み
お
り

壱
里
余
相
隔
、
深
山
谷
間
嶮
岨
落
地
之

へ
だ
て

け

ん

そ

場
所
、
御
年
貢
上
納
進
退
い
た
し
来
候
ニ
付

、

私
共
所
持
地
江

往
古
よ
り
木
品
植
附
、
丹
誠
を

尽
し
、
追
々
成
木
ニ

相
成
候
処
、
村
方
名
主

佐
文
次
義
、
切
畑
山
受
与

秣
場
与

之

境
筋
相
改
度
旨
、
申
聞
候
ニ

付
、
御
料
私
領

も
う
し
き
け

入
混
居
候
場
所
、
新
規
改
方
迷
惑
之
旨
、

申
断

、
差
縺
候
内
、
左
文
次
出
府
之
上
、
境

も
う
し
こ
と
わ
り

筋
改
方
地
頭
所
よ
り
下
知
書
申
請
候
迚
、

と
て

一
同
呼
集
、
下
知
書
通
、
境
相
改
候
ニ

付
、

違
背
無
之
旨
、
連
印
請
書
可
差
出
旨

厳
敷
申
聞
候
得
共
、
左
文
次
一
己
之

い
っ
こ

申
立
ニ
而

下
知
書
申
請
候
段
難
心
得
存

改
請
候
義
者
迷
惑
之
旨
申
断
候
折
柄
、

扱
人
立
入
申
聞
候
者
、
扱
人
并

入
会
村
々

も
う
し
き
け

一
同
立
会
之
上
、
境
筋
取
調
候
義
ニ
而

小
前
之
難
儀
、
不
相
成
候
様
、
非
分
取
計

聊
不
レ

仕
候
間
、
改
方
可
レ

請
旨
、
申
聞
候
ニ

付
、

則

改
受
見
候
処
、
対
談
与
ハ

悉
相
違
致
、

す
な
わ
ち

素
々
扱
人
并

入
会
村
々
左
文
次
馴
合
之
上
、

も
と
も
と

申
合
居
候
義
与

相
見
、
同
人
自
侭
ニ

間
棹
以

み
え

じ

ま

ま

け
ん
ざ
お

境
引
直
し
、
私
共
所
持
地
大
木
之
立
木
迄

秣
場
江

差
出
、

剰

大
小
之
立
木
中
央
与
り

あ
ま
つ
さ
え

伐
採
、
右
伐
口
江

極
印
い
た
し
、
境
木
与

き
り
く
ち
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相
記
、
私
共
往
古
よ
り
所
持
地
過
半
秣
場
江

押
出
し
、
多
分
之
地
所
相
挟
、
右
様
新
規

境
引
直
し
、
境
外
之
立
木
私
欲
可
致

素
よ
り

取
巧
ニ
而

、
既
ニ

境
外
ニ

相
成
候
立
木
、

と
り
た
く
ら
み

桶
職
又
者
材
木
渡
世
之
も
の
共
呼
集
、

直
段
積
り
仕
候
次
第
、
餘
り
難
レ

得
二

其
意
一

取

計

故
、

値

段

そ

の

い

え

が

た

き

と
り
は
か
ら
い
ゆ
え

余
人
を
以
、
掛
合
ニ

及
候
処
、
元
形
ニ

居
置
候
ニ

者
、

多
分
之
金
子
差
出
候
ハ
ヽ
、
勘
弁
可
二

致
遣
一

杯

い
た
し
つ
か
わ
す
べ
き

申
聞
候
義
ニ
而

、
片
時
も
難
捨
置
、
惣
代
与

し
て

良
助
外
壱
人
出
府
、
地
頭
所
江

歎
願
中

同
人
共
を
左
文
次
同
腹
に
引
入
、
右
秣
場
之
内
江

押
出
候
立
木
を
村
役
人
并

入
会
村
々
江

五
分
通
差
出
、
右
立
木
者
私
共
方
江

買
請
、

代
金
六
拾
両
可
差
出
筈
、
其
余
不
相
当
之

取
極
仕
、
地
頭
所
江

濟
口
證
文
差
上
候
義
者

全
左
文
次
ニ

被
相
欺
、
私
共
持
分
与

秣
場

境
聢
与

相
分
居
候
を
、
私
欲
之
た
免

右
様
被
取
計
候
而

ハ
、
困
窮
之
小
前
難
行
立

必
至
与

難
渋
至
極
仕
、
殊
ニ

享
保
元
申
年
中

（
一
七
一
六
）

長
瀬
村
・
小
田
谷
村
与

秣
場
入
会
之
儀
ニ

付

及
出
入
、
御
裁
許
被
仰
渡
候
御
繪
図
面

御
裏
書
御
文
言
之
通
、
相
守
り

田
畑
山
請
与
も

山
林
ニ
而

以
前
之
通
所
持
罷
有
、
且

宝
暦
二
申
年
中
大
野
佐
左
衛
門
様

（
一
七
五
二
）

御
支
配
所
之
砌
り

、
御
出
役
御
改
之
上
、
秣
場
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字
海
老
ヶ
坂
開
畑
五
分
之
場
所
与
も
外

地
所
ニ

見
競
、
多
分
之
余
分
有
之
分
者
、
い
つ
連
も

弐
分
通
、
秣
場
差
出
、
以
来
地
所
紛
乱
不
レ

致
様
、

聢
与

境
筋
を
立
候
筈
取
極
、
右
体
事
柄

相
分
候
上
者
、
双
方
并

引
合
之
も
の
共
お
ゐ
て
も

わ
か
り

聊
申
分
無
之
、
且
次
右
衛
門
・
助
右
衛
門
・
八
百
吉
・

勇
助
・
文
次
郎
・
多
兵
衛
・
半
七
・
林
蔵
・
左
文
次
・

萬
右
衛
門
・
惣
左
衛
門
・
清
左
衛
門
・
政
之
助
・
源
兵
衛
義

次
右
衛
門
・
助
右
衛
門
・
八
百
吉
・
勇
助
者
銘
々

所
持
之
地
所
秣
場
境
改
方
之
儀
ニ

付

名
主
左
文
次
取
計
を
疑
惑
い
た
し

村
内
與
右
衛
門
其
外
之
も
の
共
一
同
惣
代
を
以

始
末
地
頭
江

申
立
、
吟
味
中
夫
々
事
柄
相
分
、

わ
か
り

熟
談
内
済
い
た
し
候
義
を
尚
又
彼
是
申
立
、

地
頭
利
解
之
趣
を
茂
不
相
弁
、
銘
々
重
キ

御
役
人
様
江

御
駕
籠
訴
い
た
し
文
次
郎
者

左
文
次
・
萬
右
衛
門
・
惣
左
衛
門
・
清
左
衛
門
・
政
之
助
・

源
兵
衛
者
銘
々
役
義
を
茂
相
勤
候
身
分

村
内
文
次
郎
外
三
人
所
持
之
地
所
、
右
体

切
畝
歩
ニ

相
成
居
候
義
を
不
存
罷
有
候
段

先
非
後
悔
い
た
し
、
一
同
地
頭
江

厚
相
侘
、

せ
ん
ぴ

御
吟
味
下
之
義
、
連
印
書
付
を
以
、
奉
願
候
処
、

次
右
衛
門
・
助
右
衛
門
・
八
百
吉
・
勇
助
・
文
次
郎
・

多
兵
衛
・
半
七
・
林
蔵
・
左
文
次
・
萬
右
衛
門
・

惣
左
衛
門
・
清
左
衛
門
・
政
之
助
・
源
兵
衛
義
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前
書
始
末
不
埒
ニ

付
、
急
度
も

可
被

仰
付
処
、
御
吟
味
下
ケ

を
以
、
相
願
候
ニ

付
御
宥
免
を
以

一
同
御
叱
り

被
置
、
願
之
通
御
吟
味
御
下
ケ

被
成
下
候
段
、
被

仰
渡
、
承
知
奉
畏
候
、
仍
而
御
請
證
文

差
上
申
処
如
件

酒
井
内
蔵
助
知
行
所

武
州
入
間
郡
大
谷
木
村

百
姓

次
右
衛
門

助
右
衛
門

八
百
吉

與
右
衛
門

幸
蔵

文
次
郎

文
蔵

源
左
衛
門

勇
助

多
兵
衛

曽
右
衛
門

源
助

右
惣
代

勇
助

太
兵
衛

曽
右
衛
門

源
助

観
音
寺

御
奉
行
所
様

右
者

本
多
加
賀
守
様
お
ゐ
て
御
吟
味

中
之
処
、
前
書
之
通
り
御
吟
味
御
下
ケ

奉
二

願
上
一

□消
し

願
上
通
り
、
御
下
ケ

相
成
候
間
、
依
之
為
二

後
證
一

為
二

取
替
一

置
候
処
如
件

寅
八
月
十
三
日

（
寅
＝
安
政
元
年(

一
八
五
四)

）

右

次
右
衛
門

助
右
衛
門

半
七

村
役
人
惣
代

百
姓
代

次
右
衛
門

御
奉
行
所

安
政
三
年
丙
辰
三
月
写
之

坂
口
陳
四
郎
写
之

（
１
８
５
６
年
）

七
章
、
安
政
三
年
の
歎
願
書
取
り
下
げ

次
は
安
政
三
年(

一
八
五
六)

十
一
月
六
日
付
け
の
歎
願
書
取
り
下
げ
の
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願
書
で
あ
る
。
歎
願
は
大
谷
木
村
内
に
限
定
し
た
話
で
あ
る
。

馬
場
村
の
幸
右
エ
門
よ
り
訴
え
ら
れ
た
熊
七
等
八
人
は
、
村
の
秣
場
の

立
木
の
伐
採
は
村
全
体
で
行
っ
て
い
る
の
に
、
八
人
だ
け
訴
え
ら
れ
て
諸

費
用
が
掛
か
り
難
儀
し
て
い
る
と
し
て
地
頭
所
へ
願
い
出
た
。
地
頭
所
は

八
人
だ
け
に
難
儀
を
掛
け
る
の
は
よ
く
な
い
か
ら
、
そ
の
他
の
人
達
と
示

談
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
そ
の
結
果
、
現
在
の
立
木
の
伐
採
は
熊
七
等

に
さ
せ
て
費
用
の
足
し
に
す
る
よ
う
に
と
の
示
談
が
な
っ
た
の
で
、
先
の

願
い
を
取
り
下
げ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
も
と
も
と
の
訴
え
ら

れ
た
内
容
は
本
多
安
英
加
賀
守
（
勘
定
奉
行
）
の
も
と
で
吟
味
中
と
あ
る

の
み
だ
が
、
次
の
「
議
定
書
」
の
中
に
「
入
会
村
之
内
馬
場
村
ゟ
村
方
秣

場
立
木
伐
木
出
入
申
立
被
相
手
取
」
と
あ
る
か
ら
、
秣
場
立
木
伐
木
の
争

論
で
訴
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
為

取
替
申
議
定
書
之
事
」
と
題
す
る
議
定

書
は
、「
前
書
之
通
り

書
面
差
上
御
聞
済

之
上
帰
村
可
被
仰
付
候
間
為
後
證
為
取

替
置
申
候
」
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
概
要
を
次
に
示
す
。

今
般
熊
七
他
七
人
よ
り
喜
兵
衛
他
二

十
人
へ
関
わ
っ
た
申
立
て
の
こ
と

は
、
入
会
村
の
馬
場
村
よ
り
村
の
秣

場
立
木
伐
木
の
争
論
で
訴
え
ら
れ
、

出
府
中
に
諸
費
用
の
足
し
（
補
填
）

の
こ
と
は
、
御
地
頭
所
様
へ
主
張
し

た
の
で
、
双
方
（
熊
七
側
と
喜
兵
衛

側
）
へ
示
談
の
相
談
を
命
じ
ら
れ
た
。

然
る
処
、
喜
兵
衛
外
二
十
人
は
諸
雑

安政3年の「為取替申議定之事」（全文、山口家文書）
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費
の
補
填
は
不
行
届
き
に
よ
り
（
筆

者
注
、
何
故
な
の
か
は
不
明
）
、
秣

場
に
生
立
つ
立
木
諸
費
用
の
補
填
代

と
し
て
、
現
在
は
伐
採
が
可
能
で
、

願
書
の
引
き
下
げ
は
願
い
右
一
件
落

着
し
、
帰
村
の
上
は
相
互
に
不
実
無

く
、
右
秣
場
立
木
伐
採
を
望
む
も
の

は
如
何
程
で
も
出
金
し
、
伐
採
し
て

も
差
し
支
え
な
い
こ
と
と
取
り
決
め

た
の
で
、後
日
異
論
の
な
い
よ
う
に
、

連
印
議
定
書
を
取
替
す
。

二
つ
の
原
文
の
解
読
文
を
次
に
示
す

（
句
読
点
ル
ビ
等
は
筆
者
）。

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

御
知
行
所
武
州
入
間
郡
大
谷
木
村
、
百
姓
熊
七
外

五
人
、
代
兼
同
卯
之
助
外
壱
人
義
、
同
郡
馬
場
村

幸
右
エ
門
ゟ
被
相
手
取
、
当
時

本
多
加
賀
守
様
ニ

お
ゐ
て
御
吟
味
中
之
処
、
素
々

村
方
秣
場
立
木
伐
採
方
之
義
ニ

付
、
一
村
壱
對
江

相
抱
候
義
を
、
右
熊
七
外
七
人
而
已
被
相
手
取

の

み

諸
雑
用
等
ニ

同
人
共
差
支
、
難
義
仕
候
旨
申
立

御
歎
願
奉
申
上
候
処
、
熊
七
外
七
人
江

引
続
去
卯

十
一
月
中
ゟ
、
右
秣
場
立
木
伐
採
候
も
の
共
之
内
、

夫
々
御
呼
之
上
、
素
ゟ
秣
場
立
木
ハ
村
方
壱
對
ニ
而

お

よ

び

安政3年の古文書（部分、山口家文書）
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伐
採
候
義
候
ハ
ヽ
、
八
人
江
而
已

難
渋
相
懸
ケ

置
候
ハ

不
宜
候
間
、
い
つ
連
ニ

も
迷
惑
不
相
成
様
示
談
い
た
し

可
申
旨
、
被
仰
聞
奉
畏
追
々
御
日
延
願
上
、

掛
合
之
上
此
度
被
召
出
候
も
の
共
、
一
図
ニ

諸
雑
用

助
合
相
成
兼
候
得
共
、
今
般
幸
右
エ
門
与

之

出
入
ハ
村

為
肝
要
之
義
ニ

付
、
秣
場
立
木

む
ら
の
た
め
か
ん
よ
う

当
時
生
立
居
候
分
ハ
、
熊
七
外
七
人
ニ
而

伐
採

出
入
雑
用
足
合
ニ

い
た
し
貰
度
旨
、
相
頼
候
ニ

付
、

た
し
あ
い

今
般
御
召
出
相
成
候
喜
兵
衛
勝
次
郎
外
拾
九
人
ハ
、

諸
雑
用
足
合
不
行
届
候
ゟ
、
願
人
八
人
之
も
の

其
節
右
秣
場
立
木
伐
採
候
共
、
一
切
不
差
構
筈

さ
し
か
ま
わ
ざ
る
は
ず

取
極
、
尤
当
時
立
木
伐
採
候
後
生
立
候

木
品
者
、
先
規
之
通
り

村
一
統
ニ
而

伐
採
可
申
旨

示
談
相
整
、
右
様
示
談
之
上
秣
場
立
木

当
時
生
立
居
候
分
伐
採
出
入
雑
用
足
合
ニ

可
致
旨
、
可
被
相
頼
取
極
候
上
ハ
、
宇
之
助
其
外
之

も
の
共
此
上
御
歎
願
可
奉
申
上
筋
無
御
座

候
間
、
何
卒
以

御
慈
悲
、
御
歎
願
書
御
下
ケ

被
成
下
置
度

連
印
を
以
奉
願
上
候
以
上

御
知
行
所

武
州
入
間
郡
大
谷
木
村

百
姓

熊
七
外
五
人
煩
ニ

付
代
兼

安
政
三
辰
年
十
一
月
六
日

同

卯
之
助
、
同

治
右
衛
門

（
１
８
５
６
年
）

平
吉
外
拾
八
人
代
兼
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同

喜
兵
衛
、
同

勝
次
郎

御
地
頭
所
様

御
役
所

前
書
之
通
り

書
面
差
上
御
聞
済
之
上
帰
村

可
被
仰
付
候
間
為
後
證
為
取
替
置
申
候
以
上

辰
十
一
月
七
日

為
二

取
替
一

申
議
定
之
事

一
今
般
熊
七
外
七
人
ゟ
喜
兵
衛
外
弐
拾
人
江

相
懸
り

申
立
候
者
、
入
会
村
之
内
馬
場
村
ゟ
村
方
秣
場
立
木

伐
木
出
入
申
立
被
相
手
取
、
出
府
中
諸
入
用

足
合
之
儀

御
地
頭
所
様
江

申
立
候
ニ

付
、
双
方
江

示
談
懸
合
被

仰
付
、
然
ル

処
喜
兵
衛
外
弐
拾
人
ハ
諸
雑
用
足
合

不
行
届
候
ゟ
秣
場
ニ

生
立
候
立
木
諸
入
用
足
合
代
与

し
て
、
当
時
者
伐
採
方
ニ

者
不
差
構
筈
ニ
而

願
書

御
下
ヶ

相
願
候
得
共
右
一
件
落
着
、
帰
村
之
上
ハ
相
互

不
実
無
之
、
且
右
秣
場
立
木
伐
採
望
之
も
の
ハ
、

仕
義
ニ

寄
何
程
成
共
出
金
い
た
し
遂
、
示
談
入
交

と
げ

伐
採
候
而
も
差
支
無
之
筈
取
極
候
間
、
後
日
違
論

無
之
た
め
為
取
替
連
印
議
定
書
仍
如
件

武
州
入
間
郡
大
谷
木
村

百
姓

熊
七
外
五
人
煩
ニ

付
代
兼

辰
十
一
月
七
日

同

卯
之
助

印
、
同

治
右
衛
門

印

平
吉
外
拾
八
人
代
兼

同

喜
兵
衛

印
、
同

勝
次
郎

印
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八
章
、
安
政
四
年
の
裁
定
の
請
書

こ
の
請
証
文
は
評
定
所
（
幕
府
最
高
の
裁
判
所
）
に
提
出
し
た
写
し
で
、

大
谷
木
村
の
治
右
衛
門
が
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
入
会
村
の
訴
訟
に
対
す

る
奉
行
所
の
裁
決
が
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
原
題
は
「
差
上
申
一
札
之
事
」
、

安
政
四
年(

一
八
五
七)

四
月
十
三
日
の
日
付
が
あ
る
。
長
さ
３
ｍ

㎝
に

60

も
及
ぶ
古
文
書
で
あ
る
。
町
史
に
も
安
政
四
年
の
裁
定
の
要
約
が
書
か
れ

て
い
て
出
典
は
「
大
谷
木
村
名
主
保
管
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
古
文
書
と

は
別
の
も
の
を
見
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
大
事
な
文
書
は
主
だ

っ
た
人
に
も
写
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
以
下
町
史
も
参
考
に
し
て
述
べ
る
。

訴
訟
方
は
入
会
四
ヶ
村
役
人
惣
代
で
馬
場
村
名
主
の
幸
右
衛
門
、
小
田

谷
村
組
頭
の
宗(

惣)

兵
衛
、
長
瀬
村
百
姓
代
の
重
右
衛
門
、
そ
れ
に
ど
う

い
う
訳
か
大
谷
木
村
の
百
姓
八
人
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
相
手
方
は
大
谷

木
村
の
年
寄
万
右
衛
門
、
年
番
名
主
の
金
左
衛
門
・
惣
左
衛
門
・
清
左
衛

門
な
ど
で
あ
る
。

事
の
起
こ
り
は
六
章
で
述
べ

た
大
谷
木
村
名
主
の
左
文
次
が

行
っ
た
秣
場
の
境
改
め
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
六
章
で
は
和

解
し
た
よ
う
に
み
え
る
が
実
際

は
不
満
が
残
っ
た
と
み
ら
れ

る
。
概
要
は
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。

大
谷
木
村
の
者
共
が
秣
場
の

境
改
め
に
つ
い
て
名
主
の
左

文
次
の
処
置
に
疑
問
を
も

ち
、
地
頭
へ
出
訴
し
た
後
、

安政4年の古文書（部分、山口家文書）
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御
奉
行
所
ご
吟
味
に
な
っ
た
一
件
に
つ
い
て
、
訴
訟
側
（
入
会
村
側
）

は
数
年
来
秣
場
へ
立
入
ら
ず
、
多
く
の
年
貢
を
負
担
し
て
き
た
こ
と
な

ど
種
々
難
渋
し
た
こ
と
を
申
し
立
て
、
今
回
限
り
秣
場
の
立
木
の
伐
採

を
行
い
た
い
と
い
う
の
は
、
ひ
と
通
り
の
理
由
の
無
い
こ
と
で
は
な
い

が
、
年
貢
の
こ
と
は
、
（
略
）
大
谷
木
村
も
納
め
て
こ
な
か
っ
た
こ
と

は
無
く
、
ま
た
秣
場
の
手
入
が
成
ら
ず
難
渋
の
こ
と
は
互
い
の
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
理
由
を
以
っ
て
（
入
会
村
が
）
秣
場
の
立
木
の
伐

採
を
行
い
た
い
と
い
う
の
は
成
り
立
た
な
い
。

ま
た
、
（
入
会
村
の
）
鎌
で
苅
り
取
れ
る
木
品
の
伐
採
は
新
規
の
こ
と

で
難
し
い
。
既
に
享
保
の
裁
許
を
受
け
た
時
も
、
入
会
村
々
は
薪
を
伐

採
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
享
保
の
裁
許
絵
図
を
お
糺

し
し
た
処
、
秣
場
の
外
に
は
木
立
の
模
様
の
記
が
あ
り
、
秣
場
内
に

し
る
し

は
そ
の
記
が
無
い
の
は
、
前
々
よ
り
立
木
の
あ
る
場
所
を
残
し
て
置

し
る
し

き
、そ
の
余
り
の
分
を
伐
り
払
う
べ
き
と
の
こ
と
は
成
り
立
た
た
な
い
。

そ
の
余
り
を
証
拠
な
く
言
い
争
う
の
は
双
方
と
も
難
し
く
、
こ
の
上
自

然
に
薪
等
に
成
る
程
に
成
木
の
木
品
に
生
え
立
っ
た
と
き
に
は
、
特
別

に
遣
わ
し
、
論
所
の
秣
場
に
生
え
立
っ
た
木
品
は
少
し
も
残
さ
ず
早
々

大
谷
木
村
で
伐
払
う
こ
と
に
す
る
。
今
後
、
双
方
と
も
確
か
に
享
保
の

御
裁
許
の
趣
を
守
り
、
訴
訟
方
村
々
に
て
は
、
鎌
苅
の
柴
木
は
例
外
と

し
て
（
許
す
が
）
、
薪
一
切
の
伐
採
は
い
け
な
い
と
心
得
て
二
度
と
論

争
し
な
い
よ
う
に
と
、
仰
せ
渡
さ
れ
た
。

そ
し
て
次
の
よ
う
な
処
罰
を
承
知
し
て
請
証
文
を
差
し
出
し
た
。

（
訴
訟
方
の
）
宗
兵
衛
・
幸
右
衛
門
・
重
右
衛
門
の
こ
と
は
、
惣
兵
衛

宗

・
幸
右
衛
門
は
吟
味
中
に
要
領
を
得
な
い
こ
と
を
訴
状
に
し
て
重
役
方

へ
駕
籠
訴
し
、
そ
の
上
、
幸
右
衛
門
と
重
右
衛
門
は
推
測
で
、
吟
味
以
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前
に
死
亡
し
た
大
谷
木
村
の
幸
蔵
外
一
人
、
論
所
の
秣
場
の
立
木
伐
採

し
た
こ
と
抔
申
し
立
て
た
顛
末
は
不
埒
な
の
で
、
幸
右
衛
門
・
重
右
衛

な
ど

門
は
手
鎖
を
仰
せ
付
け
ら
れ
、
宗
兵
衛
は
き
つ
く
叱
り
置
く
。

て
じ
よ
う

（
相
手
方
の
）
與
右
衛
門
の
こ
と
は
、
御
吟
味
中
論
所
の
秣
場
へ
入
る

こ
と
は
奉
行
所
よ
り
禁
止
に
な
っ
た
こ
と
を
知
り
な
が
ら
も
入
り
、
猥

に
秣
場
の
立
木
を
伐
採
し
た
の
は
不
埒
に
付
、
き
つ
く
叱
り
置
く
。

最
後
に
写
し
書
き
と
保
管
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る

前
書
之
通
り
、
本
多
加
賀
守
様
御
掛
に
て
御
裁
許
仰
せ
渡
さ
れ
ま
し
た

の
で
写
し
置
き
ま
す
。
こ
れ
に
依
っ
て
、
後
の
為
、
証
を
村
役
人
方
に

て
前
書
の
写
し
を
預
か
り
置
く
故
に
退
役
の
と
き
は
跡
役
へ
必
ず
引
渡

し
大
切
に
所
持
致
し
、
且
、
治
右
衛
門
は
そ
の
前
に
て
も
写
し
取
り
置

き
、
同
様
に
大
切
に
所
持
致
す
べ
き
こ
と
。

原
文
の
解
読
文
を
次
に
示
す
（
レ
点
句
読
点
ル
ビ
等
は
筆
者
）。

差
上
申
一
札
之
事

私
共
出
入
再
應
被
レ

為
レ

遂
二

御
糺
明
一

候
處
、

と

げ

さ

せ

ら

れ

訴
訟
方
之
儀
、
先
達
而

大
谷
木
村
之
者
共
秣
場

境
改
方
之
儀
ニ

付
、
名
主
左
文
次
取
計
方
を

疑
惑
い
た
し
、
地
頭
江

及
出
訴
候
後
、

御
奉
行
所
御
吟
味
相
成
候
一
件
ニ

付
、
数
年
来

秣
場
江

不
立
入
、
多
分
之
御
年
貢
弁
納
い
た
す

趣
等
品
々
難
渋
申
立
、
此
度
限
秣
場
之

立
木
伐
採
度
与

之
儀
者
、
一
通
無
レ

謂
義
者

き
り
と
り
た
き

と

ひ
と
と
お
り

い
わ
れ

無
之
候
得
共
、
御
年
貢
之
儀
者
素
ゟ
小
田
谷
村



- 33/38 -

外
三
ケ

村
限
相
納
来
候
儀
ニ
而

、
地
元
一
同

納
来
候
御
年
貢
を
御
吟
味
中
ニ

限
、
右
村
々

而
已
相
納
大
谷
木
村
者
不
相
納
与

之
訳
ニ

者

の

み

無
御
座
、
然
上
者
先
一
件
御
吟
味
中
、
秣
場

手
入
不
相
成
難
渋
之
段
相
互
之
儀
ニ

付
、
右
廉
ヲ

以

か
ど

秣
場
之
立
木
伐
採
度
与

之
儀
者
、
難
二

相
立
一

、

且
以
後
鉈
鎌
与

唱
候
、
鎌
ヲ

以
被
苅
取
候
木

品
伐
採
度
与

之
義
も
新
規
之
儀
ニ

付
、
難
相
立

相
手
方
之
儀
も
、
前
々
ゟ
秣
場
内
手
遠
之

て

と

う

場
所
ニ

者
立
木
有
之
、
既
享
保
度
御
裁
許

請
候
砌
も
、
入
会
村
々
ニ
而

者
薪
不
可
伐
採
旨

御
裁
許
請
候
旨
申
立
候
共
、
右
裁
許
絵
図

御
糺
御
座
候
処
、
却
而

秣
場
外
ニ

者
木
立
之

そ
と

模
様
記
有
之
、
秣
場
内
ニ

右
模
様
記

し
る
し

し
る
し

無
之
上
者
、
右
申
分
御
信
用
難
被
成
ニ

付
、

前
々
ゟ
立
木
有
之
場
所
見
計
残
置
、

の
こ
し
お
き

其
餘
之
分
可
伐
払
与

之
儀
者
難
レ

立
、
其
餘

無
證
拠
申
争
迠
之
儀
者
、
是
又
双
方
共
難

被
遊
御
取
用
候
間
、
此
上
自
然
薪
等
ニ

可
相
成

と
り
も
ち

程
成
木
之
木
品
生
立
候
節
者
、
格
別
差
向
、

せ
い
ぼ
く

論
所
秣
場
ニ

生
立
有
之
候
木
品
者
、
聊
も

不
相
残
、
早
々
於
大
谷
木
村
伐
払
、
以
来

双
方
共

弥

享
保
度
御
裁
許
之
趣
相
守
、

い
よ
い
よ

訴
訟
方
村
々
ニ
而

者
、
鎌
苅
柴
木
者
格
別

薪
一
切
伐
採
候
儀
者
、
不
相
成
義
与

相
心
得
、

再
論
お
よ
ふ
間
鋪
段
、
被
仰
渡
候
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一
宗
兵
衛
幸
右
衛
門
重
右
衛
門
義
、
惣
兵
衛
幸
右
衛
門
者

宗
兵
衛
の
こ
と
？

御
吟
味
中
不
取
留
義
ヲ

訴
状
ニ

認
、
重
キ

と
り
と
め
ざ
る

御
役
人
様
方
江

御
駕
籠
訴
い
た
し
、
其
上

幸
右
衛
門
者
重
右
衛
門
一
同
推
量
迠
ヲ

以
、
御
吟
味

以
前
死
失
い
た
し
候
大
谷
木
村
幸
蔵
外

壱
人
、
論
所
秣
場
之
立
木
伐
採
候
抔
申
立
候

始
末
不
埒
ニ

付
、
幸
右
衛
門
重
右
衛
門
者
手
鎖
被

て
じ
よ
う

仰
付
、
宗
兵
衛
者
急
度
御
叱
被
置
候

一
與
右
衛
門
儀
、
御
吟
味
中
論
所
秣
場
江

手
入
不
相
成
段
、
御
奉
行
所
ゟ
御
差
留

相
成
候
由

弁
乍

罷
在
、
右
者
全
相
手
之
者
ニ

わ
き
ま
え
な
が
ら

限
御
差
留
相
成
候
義
与

心
得
候
迚
、
猥
ニ

秣
場
之
立
木
伐
採
候
始
末
不
埒
ニ

付
、

急
度
御
叱
被
置
候

右
被
仰
渡
之
趣
、
一
同
承
知
奉
畏
候
、

若
相
背
候
ハ
ヽ
、
重
科
可
被
仰
付
候
、
仍
而

御
請
證
文
差
上
申
処
如
件

訴
訟
方

仙
石
播
摩
守
知
行

武
州
入
間
郡
小
田
谷
村

本
目
万
之
助
知
行

同
郡
前
久
保
村

久
貝
因
幡
守
知
行

同
郡
長
瀬
村

三
枝
宗
四
郎
知
行

同
郡
馬
場
村
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小
前
村
役
人
惣
代

馬
場
村
名
主
幸
右
衛
門

安
政
四
巳
年
四
月
十
三
日

（
１
８
５
７
年
）

小
田
谷
村
組
頭
宗
兵
衛
代
兼

長
瀬
村
百
姓
代
重
右
衛
門

酒
井
壱
岐
守
知
行

同
郡
大
谷
木
村

百
姓

熊
七
、
次
右
衛
門
、
半
七
、
多
兵
衛
、

文
次
郎
、
源
左
衛
門
、
源
助
、
祐
助

右
惣
代

次
右
衛
門

相
手
方

御
吟
味
中
被
召
出
候

年
寄
万
右
衛
門

組
頭
当
時
年
番
名
主
金
左
衛
門
、
惣
左
衛

門
、
清
左
衛
門

百
姓

左
文
次
、
政
之
助

右
惣
代

万
右
衛
門
、
惣
左
衛
門

百
姓

文
蔵
、
和
助
、
良
助

百
姓

辰
三
郎
親
與
右
衛
門

右
惣
代

良
助

右長
瀬
村
村
役
人
惣
代
名
主
武
左
衛
門

御
評
定
所

前
書
之
通
本
多
加
賀
守
様
御
掛
ニ
而

御
裁
許
被
仰
渡
候
間
写
置
候
依
之

- 36/38 -

為
後
證
村
役
人
方
ニ
而

前
書
写
預
置

候
儀
故
退
役
之
砌
者
跡
役
江

急
度

引
渡
大
切
ニ

所
持
可
致
候
且
治
右
衛
門

其
前
ニ
而

茂
写
取
置
同
様
大
切
ニ

所
持

可
致
事

巳
四
月

年
番
名
主
組
頭

惣
左
衛
門

熊
七
外
七
人
代
百
姓

治
右
衛
門

小
前
惣
代
同

良
助

九
章
、
ま
と
め

秣
場
争
論
は
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
近
世
村
落
の
成
立
過
程
で
幕
府
の
取

っ
た
政
策
と
も
絡
ん
で
い
る
と
言
わ
れ
る
。
い
わ
ば
林
野
利
用
と
新
田
開

発
と
の
矛
盾
し
た
関
係
に
ど
う
対
応
す
る
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
っ
た
。

特
に
新
田
開
発
に
対
す
る
幕
府
の
政
策
は
享
保
の
改
革
を
は
さ
ん
で
変
わ

っ
て
く
る
。
そ
れ
ま
で
の
秣
場
の
新
田
開
発
に
伴
う
争
論
に
対
し
て
幕
府

は
一
貫
し
て
新
開
を
禁
じ
る
政
策
を
と
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
鳩

山
や
飯
能
の
「
裁
許
絵
図
裏
書
」
に
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
三
章
の
享

保
元
年
の
裁
許
は
主
に
利
用
権
を
巡
る
為
か
陽
に
は
そ
の
こ
と
は
現
れ
て

い
な
い
。

さ
て
、
大
谷
木
村
を
中
心
と
す
る
秣
場
を
巡
る
争
論
を
簡
単
に
ま
と
め

た
も
の
を
表
に
示
す
が
、
概
括
的
に
述
べ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

一
口
に
秣
場
争
論
と
言
っ
て
も
、
そ
の
内
容
は
多
岐
に
渡
り
複
雑
で
あ

る
。
秣
場
の
利
用
権
を
巡
る
地
元
の
村
と
入
会
村
の
争
い
（
①
⑦
）
の
他

に
、
地
元
の
林
畑
化
の
新
開
発
に
対
す
る
入
会
村
の
反
発
（
②
③
）
、
あ

る
い
は
秣
場
の
境
界
を
巡
っ
て
村
内
の
争
い
（
④
⑤
）
が
あ
る
。
ま
た
地

元
村
の
百
姓
等
が
入
会
村
側
に
名
を
連
ね
て
い
る
場
合
（
⑦
）
も
あ
る
。
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利
害
関
係
が
絡
ん
だ
結
果
な
の

だ
ろ
う
が
、
今
少
し
詳
細
に
背

景
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
そ
う

だ
。
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
⑥

が
あ
る
。
⑥
は
既
述
の
よ
う
に

馬
場
村
の
幸
右
エ
門
よ
り
熊
七

等
八
人
だ
け
訴
え
ら
れ
、
諸
費

用
が
掛
か
り
難
儀
し
て
い
る
と

し
て
地
頭
所
へ
願
い
出
た
も
の

で
あ
る
。

兎
に
角
、
秣
場
の
確
保
が
生

き
る
上
で
大
き
な
比
重
が
あ
っ

た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
く
、

そ
れ
だ
け
に
複
雑
で
争
論
の
理

解
は
一
筋
縄
で
は
行
か
な
い
。

駕
籠
訴
ま
で
行
っ
て
い
る
の
は

そ
の
こ
と
を
現
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。

な
お
⑦
の
安
政
四
年
の
裁
定

の
争
論
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た

左
文
次
の
行
動
が
ど
う
い
う
も

の
で
あ
っ
た
か
は
、
⑤
の
安
政

元
年
の
訴
訟
取
下
げ
の
文
書
の

中
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
左
文

次
の
こ
と
は
④
の
弘
化
二
年
の

和
解
証
文
に
最
初
に
出
て
く
る

年　代 内　　　　　　　容 特　　徴

①享保元年(1716)
長瀬・小田谷村と大谷木・権現堂村との争論。奉行11名に
よる裁許となる（裁許絵図裏書）。

利用権を巡る村間争論

②元文3年(1738)
大谷木・権現堂・阿諏訪・瀧野入村の林畑化に対する小
田谷・毛呂・馬場・平山・堀込・平沢・長瀬村の反対。大岡
越前守（当時寺社奉行）の下知

新開発（林畑化）を巡る
村間争論

③寛政2年(1749) ほぼ同上の争論。勘定奉行の裁定。
新開発（林畑化）を巡る
村間争論

④弘化2年(1845) 大谷木村小前と村幹部との境争いの和解。 境界を巡る村内争論
⑤安政元年(1854) 大谷木村小前と村幹部との境争いの訴訟取下げ。（駕籠訴）境界を巡る村内争論

⑥安政3年(1856)
被告人難渋に付地頭へ歎願するも示談なり取下げ。元々
の馬場村から訴えられた内容は秣場の立木伐木に関して

村内

⑦安政4年(1857)
小田谷・馬場・前久保・長瀬村及び大谷木村百姓8名と大
谷木村との争論の裁定。（駕籠訴あり）

利用権を巡る村間争論
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の
で
、
⑤
と
と
も
に
も
っ
と
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
新
た
な
こ
と
が
わ
か

る
か
も
知
れ
な
い
、
が
、
筆
者
の
限
界
で
も
あ
る
。

【
謝
辞
】

古
文
書
の
解
読
に
は
羽
村
古
文
書
研
究
会
の
清
水
浩
先
生
に
多
く
の
こ

と
を
教
え
て
頂
き
ま
し
た
。
ま
た
内
野
勝
裕
氏
、
並
び
に
毛
呂
山
町
歴
史

民
俗
資
料
館
に
は
史
料
の
拝
見
で
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
記
し
て
お
礼

を
申
し
上
げ
ま
す
。

参
考
史
料
・
文
献

(
)

山
口
満
「
ま
ぼ
ろ
し
の
伝
承
」（
あ
ゆ
み

号
、
平
成

年
）

1

33

21

(
)

「
毛
呂
山
町
史
」「
鳩
山
の
歴
史
」
「
日
高
市
史
」「
飯
能
市
史
」「
入
間
市
史
」

2

(
)

「
享
保
元
年
裁
定
大
絵
図
」（
毛
呂
山
町
歴
史
民
俗
資
料
館
蔵
）

3

(
)

「
差
上
申
御
證
文
之
事
」（
個
人
蔵
）

4

(
)

山
口
家
文
書
「
差
上
申
済
口
證
文
之
事
（
弘
化
二
年
）
」
、
「
乍
恐
以
書
付
奉
願

5
上
候
（
安
政
元
年
）
」
、「
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
」「
為
取
替
申
議
定
之
事
」（
以

上
は
安
政
三
年
）
、「
差
上
申
一
札
之
事
（
安
政
四
年
）」

(
)

「
埼
玉
県
史
通
史
編
３

近
世
１
」

6

（『
あ
ゆ
み
』
第

号
、
平
成

年

月
）

40

28

4


